
資料４

水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例

の一部改正について

○ 国は、水質汚濁防止法に基づく亜鉛含有量の排水規制を強化することとし、金属

鉱業に係る「暫定排水基準」を本年12月10日付けで廃止。

○ 道では、条例で国より厳しい「上乗せ排水基準」を設けているが、上記措置に伴

い、条例の基準よりも厳しい排水基準が適用される区域が生じることから、その区

域に係る基準を廃止しようとする改正条例案を第４回北海道議会定例会に提案し、

議決された。

１ 改正の趣旨

水質汚濁防止法に基づく亜鉛含有量の排水基準について、国が定める規制が強化さ

れることに伴い、条例で定める上乗せ排水基準の一部を廃止する。

２ 改正の動機

水質汚濁防止法に基づく金属鉱業に係る亜鉛含有量の暫定排水基準（5mg/L）が令

和３年12月10日付けで廃止されることにより、条例の基準よりも厳しい排水基準が適

用される区域が生じる。

○暫定排水基準

水質汚濁防止法では、特定事業場からの排水中の有害物質濃度等に許容限度（＝「排水

基準」）が設定されており、一部については、この基準を直ちに達成することが困難である

として、この基準よりも緩やかな「暫定排水基準」が期限付きで適用されている。

○上乗せ排水基準

水質汚濁防止法に基づき、都道府県は条例により、国が定める排水基準より厳しい排水

基準（＝「上乗せ排水基準」）を定めることができる。

３ 改正の内容

＜亜鉛含有量の上乗せ排水基準に係る規定の整備＞

・ 令和３年12月11日以降、条例の上乗せ排水基準よりも厳しい排水基準（2mg/L）

が適用されることとなる４区域に係る規定を削除。

４区域の特定金属鉱業(※)に係る

亜鉛含有量の許容限度（R3.12.10まで）

条例の上乗せ排水基準 石崎川水域 3 mg/L 伊達海域 3 mg/L

堀株川水域 4 mg/L 支笏湖水域 2.5 mg/L

※ 「特定金属鉱業」とは、日本標準産業分類における金属鉱業のうち、鉛鉱業、亜鉛鉱

業など13鉱業をいう。

４ 施行期日

公布の日
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別紙

各排水基準の関係

一般排水基準

（５ｍｇ／Ｌ）

暫定排水基準

（５ｍｇ／Ｌ）

亜鉛含有量（金属鉱業）

平成１８年

１２月１１日

令和３年

１２月１０日

一般排水基準

（２ｍｇ／Ｌ）

昭和

４８～５０年頃

廃
止

亜鉛含有量（特定金属鉱業）

令和３年

１２月１０日

令和３年

１２月２４日

一般排水基準よりも緩い

上乗せ排水基準は無効となる

昭和

４８～５０年頃

※継続

【改正条例施行予定】

国

全国で

一律

道

各水域・

海域毎

に設定
上乗せ排水基準

・余市川水域 １．５ ｍｇ／Ｌ

【国】一般排水基準（２ｍｇ／Ｌ）

上乗せ排水基準

・堀株川水域 ４ ｍｇ／Ｌ

・石崎川水域 ３ ｍｇ／Ｌ

・伊達海域 ３ ｍｇ／Ｌ

・支笏湖水域 ２．５ ｍｇ／Ｌ

・余市川水域 １．５ ｍｇ／Ｌ

※今回の

条例改正

で廃止

廃
止

平成１８年

１２月１１日
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排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の概要 

 

令和３年９月 

環境省水・大気環境局水環境課 

 

１．改正の背景 

○ 水質汚濁防止法（昭和 45年法律第 138号）第３条により環境省令で定めることとさ

れている有害物質及びその他の項目ごとの排水基準については、排水基準を定める省

令（昭和 46年総理府令第 35号）により定めている。 

○ 亜鉛含有量の一般排水基準については、排水基準を定める省令等の一部を改正する

省令（平成 18年環境省令第 33号）により、それまでの５mg/Lから２mg/Lに強化され

たところであるが、その際、同省令の附則において、直ちに一般排水基準を達成するこ

とが著しく困難であった一部の工場・事業場（10業種）に対しては、５年間の暫定措

置として暫定排水基準が設定された。その後、平成 23 年及び平成 28 年に暫定排水基

準の見直しが行われ、現在は３業種（金属鉱業、電気めっき業、下水道業）の工場・事

業場に対して暫定排水基準が設定されている。 

○ 現行の暫定排水基準は令和３年 12 月 10 日をもって適用期限を迎えることから、適

用期限後の措置について中央環境審議会水環境・土壌農薬部会（第３回）において審議

した結果、上記３業種のうち１業種（電気めっき業）について、暫定排水基準を強化の

上、令和６年 12 月 10 日まで適用期限を延長（他の２業種は一般排水基準へ移行）す

ることとされた。 

 

２．改正の内容 

排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の附則及び附則別表を改正し、業種ご

とに現行の暫定排水基準の廃止及び延長（令和６年 12 月 10 日まで）の措置を定めるも

のである。 

＜亜鉛含有量に係る暫定排水基準＞ 

業種 
現行 

（H18.12.11～R3.12.10） 

改正後 

（R3.12.11～R6.12.10） 

金属鉱業 ５mg/L 
設定しない 

※一般排水基準（２mg/L）へ移行 

電気めっき業 ５mg/L ４mg/L 

下水道業 ５mg/L 
設定しない 

※一般排水基準（２mg/L）へ移行 

 

３．施行期日 

令和３年 12月 11日 
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